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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】
　

平成20年度
第１四半期連結
累計(会計)期間

平成19年度

(自平成20年 
　４月１日
至平成20年
　 ６月30日)

(自平成19年 
　４月１日
至平成20年
　 ３月31日)

経常収益 百万円 15,113 66,742

経常利益 百万円 1,454 8,788

四半期純利益 百万円 1,088 ――

当期純利益 百万円 ―― 4,832

純資産額 百万円 95,182 94,930

総資産額 百万円 2,451,9962,421,772

１株当たり純資産額 円 2,373.342,366.86

１株当たり四半期純利益
金額

円 27.22 ――

１株当たり当期純利益
金額

円 ―― 120.87

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額

円 27.22 ――

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額

円 ―― 120.76

自己資本比率 ％ 3.87 3.91

営業活動による
キャッシュ・フロー

百万円 85,824 △85,945

投資活動による
キャッシュ・フロー

百万円 △84,573 24,339

財務活動による
キャッシュ・フロー

百万円 △1,002 △2,914

現金及び現金同等物
の四半期末(期末)残高

百万円 34,922 34,672

従業員数 人 1,895 1,790

(注) １　当行及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

２　１株当たり情報の算定上の基礎は、「第５　経理の状況」中、「１　四半期連結財務諸表」の「１株当たり情

報」に記載しております。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当行グループ（当行及び当行の関係会社）が営む事業の内容につ

いては、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。　

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。　

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における従業員数

平成20年６月30日現在

従業員数(人)
1,895

[    695]

(注) １　従業員数は、就業人員数であり、出向者、執行役員、嘱託及び臨時従業員834人を含んでおりません。

２　臨時従業員数は、〔　〕内に当第１四半期連結会計期間の平均人員を外書きで記載しております。

　

(2) 当行の従業員数

平成20年６月30日現在

従業員数(人)
1,746　
[　　583]

(注) １　従業員数は、就業人員数であり、出向者、執行役員、嘱託及び臨時従業員 760人を含んでおりません。

２　臨時従業員数は、〔　〕内に当第１四半期会計期間の平均人員を外書きで記載しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

「生産、受注及び販売の状況」は、銀行業における業務の特殊性のため、該当する情報がないので記載し

ておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

 該当ありません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

以下の記載における将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当行グループ(当行及び当

行の関係会社)が判断したものであります。

　

 （1）業績の状況

当第１四半期連結会計期間のわが国経済を顧みますと、エネルギー・原材料価格の高騰などにより企

業収益が減少するなか、倒産件数が増加基調となり、企業の業況判断は悪化傾向となりました。また、雇用

情勢の改善に足踏みが見られ、消費者マインドが悪化するなか、個人消費が伸び悩むなど、景気は弱含み

となりました。

　このような環境のもと、当行グループの当第１四半期連結会計期間の連結業績につきましては、経常収

益は前年同連結会計期間に比べ有価証券利息配当金が増加しましたが、貸出金利息および役務取引等収

益の減少などから151億円となりました。一方、経常費用は前年同連結会計期間に比べ預金利息の増加や

与信費用の増加などから136億円となり、この結果、経常利益は14億円となりました。また、四半期純利益

は、特別損益および税金関係費用を計上した結果、10億円となりました。

主要な勘定残高では、預金は前連結会計年度末比132億円増加し、当第１四半期連結会計期間末２兆

2,106億円となりました。貸出金は前連結会計年度末比163億円減少し、当第１四半期連結会計期間末１兆

5,877億円となりました。また、有価証券は前連結会計年度末比691億円増加し、当第１四半期連結会計期

間末5,957億円となりました。

　なお、事業別業績につきましては、当行グループにおいて銀行業以外にリース業等を営んでおりますが、

当行を主体とした銀行業が連結経常収益などにおいて大宗を占めております。
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国内・国際業務部門別収支

当第１四半期連結会計期間の資金運用収支は92億円、役務取引等収支は17億円、その他業務収支は11億

円となりました。このうち、国内業務部門の資金運用収支は92億円、役務取引等収支は20億円、その他業務

収支は４億円となりました。また、国際業務部門の資金運用収支は３千万円、役務取引等収支は６千万円、

その他業務収支は６億円となりました。

　

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

資金運用収支
前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 9,251 36 ― 9,288

　うち資金運用収益
前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 11,041 388 158 11,271

　うち資金調達費用
前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 1,790 351 158 1,983

役務取引等収支
前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 2,025 67 337 1,755

　うち役務取引等
　収益

前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 2,725 87 610 2,202

　うち役務取引等
　費用

前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 699 20 272 447

その他業務収支
前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 492 673 ― 1,165

　うちその他業務
　収益

前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 302 1,073 3 1,371

　うちその他業務
　費用

前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 △189 400 3 206

(注) １　国内業務部門とは当行及び国内（連結）子会社の円建取引、国際業務部門とは当行の外貨建取引及び国内（連

結）子会社の取引であります。ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含め

ております。

２　相殺消去額は、親子会社間の内部取引の相殺消去額等を記載しております。
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国内・国際業務部門別役務取引の状況

当第１四半期連結会計期間の役務収益等収益は22億円となりました。このうち、国内業務部門の役務取

引等収益は27億円、国際業務部門の役務取引等収益は８千万円となりました。

当第１四半期連結会計期間の役務収益等費用は４億円となりました。このうち、国内業務部門の役務取

引等費用は６億円、国際業務部門の役務取引等費用は２千万円となりました。

　

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

役務取引等収益
前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 2,725 87 610 2,202

　うち預金・貸出
　業務

前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 124 ― ― 124

　うち為替業務
前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 513 63 ― 576

　うち証券関連業務
前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 516 ― ― 516

　うち代理業務
前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 364 ― ― 364

　うち保護預り・
　貸金庫業務

前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 93 ― ― 93

　うち保証業務
前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 322 24 259 87

役務取引等費用
前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 699 20 272 447

　うち為替業務
前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 90 18 ― 108

(注)　相殺消去額は、親子会社間の内部取引の相殺消去額等を記載しております。
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国内・国際業務部門別預金残高の状況

○　預金の種類別残高(末残)

　

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

預金合計
前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 2,187,30527,650 4,350 2,210,605

　うち流動性預金
前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 964,139 ― 1,129 963,009

　うち定期性預金
前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 1,200,746 ― 3,092 1,197,653

　うちその他
前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 22,420 27,650 128 49,942

譲渡性預金
前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 8,060 ― ― 8,060

総合計
前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 2,195,36527,650 4,350 2,218,665

(注) １　預金の区分は、次のとおりであります。

　ａ　流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金

　ｂ　定期性預金＝定期預金＋定期積金

２　相殺消去額は、親子会社間の債権・債務の相殺消去額を記載しております。
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国内・国際業務部門別貸出金残高の状況

○　業種別貸出状況(残高・構成比)

　

業種別
平成20年６月30日

貸出金残高(百万円) 構成比(％)

国内業務部門
(除く特別国際金融取引勘定分)

1,586,022100.00

　製造業 224,273 14.14

　農業 1,505 0.09

　林業 ― ―

　漁業 49 0.00

　鉱業 1,829 0.12

　建設業 88,603 5.59

　電気・ガス・熱供給・水道業 5,710 0.36

　情報通信業 51,279 3.23

　運輸業 26,799 1.69

　卸売・小売業 285,646 18.01

　金融・保険業 29,658 1.87

　不動産業 214,631 13.53

　各種サービス業 196,176 12.37

　地方公共団体 247 0.02

　その他 459,612 28.98

国際業務部門
(含む特別国際金融取引勘定分)

1,755 100.00

　政府等 ― ―

　金融機関 ― ―

　その他 1,755 100.00

合計 1,587,778――

　

　

(2) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間中、営業活動によるキャッシュ・フローは市場運用額の減少等により858億

円増加し、投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の増加等により845億円減少しました。また、財

務活動によるキャッシュ・フローは配当金の支払い等により10億円の減少となりました。この結果、当第

１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、349億円となりました。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題、研究開発活動

当第１四半期連結会計期間において、当行グループ（当行及び当行の関係会社）の事業上及び財務上

の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

研究開発活動については、該当ありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 【主要な設備の状況】

 当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 【設備の新設、除却等の計画】

 当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更ならびに重要な設備計画の完了はありません。

　 また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 150,000,000

計 150,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年８月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 40,050,52740,050,527
東京証券取引所
市場第一部

 完全議決権株式であり、権利　
　　　　
 内容に何ら限定のない当行に　
　 おける標準となる株式

計 40,050,52740,050,527―― ――

　

(2) 【新株予約権等の状況】

当行は、旧「商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」第19条第１項

の規定により新株予約権とみなされる新株引受権を付与しております。

①　平成11年６月29日開催の定時株主総会において決議
　

第１四半期会計期間末現在
(平成20年６月30日)

新株予約権の数(個) 　　15(注１)

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,500

新株予約権の行使時の払込金額(円) 2,400

新株予約権の行使期間
平成13年６月30日～
平成21年６月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　2,400　(注２)
資本組入額　1,200

新株予約権の行使の条件 (注３)

新株予約権の譲渡に関する事項 ―

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

―

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

２　発行価額は、権利付与日後に当行が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合には、次の算式により調整

される。

既発行
株式数

＋
新発行株式数×１株当たり払込金額

調整後
発行価額

＝
調整前
発行価額

×
１株当たり時価

既発行株式数＋新発行株式数

また、発行価額は、株式の分割又は併合の場合にも適宜調整される。ただし、発行価額は、当行普通株式を適法

に発行するために必要な最低金額を下回らないものとし、かつ、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げ

る。
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３　被付与者は、取締役又は使用人の地位を失った後も、５年間に限り、新株引受権を行使できる。(ただし、自己都

合退職の場合を除く)

被付与者が死亡した場合には、その相続人が新株引受権を行使できる。

新株引受権の行使時において、下記要件のいずれかに該当する場合には新株引受権の行使を認めない。

①当行株価が権利行使価額(新株引受権の目的たる株式の発行価額)に1.5を乗じた金額(１円未満を切り上

げ)を下回っている場合。

②当行の直前決算期若しくは直前中間決算期において以下のいずれかの状況にある場合。

　イ　経常利益及び当期(中間)利益をいずれも計上していない場合。

　ロ　旧商法第290条の利益の配当を行う旨の株主総会決議若しくは旧商法第293条ノ５第１項の金銭の分配

(中間配当)を行う旨の取締役会決議がなされない場合。

その他の条件は付与契約において定める。

　

②　平成12年６月29日開催の定時株主総会において決議

　
第１四半期会計期間末現在
(平成20年６月30日)

新株予約権の数(個) 　 　341(注１)

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 34,100

新株予約権の行使時の払込金額(円) 3,730

新株予約権の行使期間
平成14年７月１日～
平成22年６月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　3,730　(注２)
資本組入額　1,865

新株予約権の行使の条件 (注３)

新株予約権の譲渡に関する事項 ―

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

―

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

２　発行価額は、権利付与日後に当行が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合には、次の算式により調整

される。

既発行
株式数

＋
新発行株式数×１株当たり払込金額

調整後
発行価額

＝
調整前
発行価額

×
１株当たり時価

既発行株式数＋新発行株式数

また、発行価額は、株式の分割又は併合の場合にも適宜調整される。ただし、発行価額は、当行普通株式を適法

に発行するために必要な最低金額を下回らないものとし、かつ、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げ

る。

３　被付与者は、取締役又は使用人の地位を失った後も、５年間に限り、新株引受権を行使できる。(ただし、自己都

合退職の場合を除く)

被付与者が死亡した場合には、その相続人が新株引受権を行使できる。

新株引受権の行使時において、下記要件のいずれかに該当する場合には新株引受権の行使を認めない。

①当行株価が4,000円を下回っている場合。

②当行の直前決算期若しくは直前中間決算期において以下のいずれかの状況にある場合。

　イ　経常利益及び当期(中間)利益をいずれも計上していない場合。

　ロ　旧商法第290条の利益の配当を行う旨の株主総会決議若しくは旧商法第293条ノ５第１項の金銭の分配

(中間配当)を行う旨の取締役会決議がなされない場合。

その他の条件は付与契約において定める。
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③　平成13年６月28日開催の定時株主総会において決議

　
第１四半期会計期間末現在
(平成20年６月30日)

新株予約権の数(個) 　 　581(注１)

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 58,100

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,642

新株予約権の行使期間
平成15年６月30日～
平成23年６月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　1,642　(注２)
資本組入額　　821

新株予約権の行使の条件 (注３)

新株予約権の譲渡に関する事項 ―

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

―

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

２　発行価額は、権利付与日後に当行が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合には、次の算式により調整

される。

既発行
株式数

＋
新発行株式数×１株当たり払込金額

調整後
発行価額

＝
調整前
発行価額

×
１株当たり時価

既発行株式数＋新発行株式数

また、発行価額は、株式の分割又は併合の場合にも適宜調整される。ただし、発行価額は、当行普通株式を適法

に発行するために必要な最低金額を下回らないものとし、かつ、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げ

る。

３　被付与者は、取締役又は使用人の地位を失った後も、５年間に限り、新株引受権を行使できる(ただし、自己都合

退職等の場合を除く)。

被付与者が死亡した場合には、その相続人が新株引受権を行使できる。

新株引受権の行使時において、下記要件のいずれかに該当する場合には新株引受権の行使を認めない。

①当行株価が4,000円を下回っている場合。

②当行の直前決算期もしくは直前中間期において以下のいずれかの状況にある場合。

　イ　経常利益及び当期(中間)利益をいずれも計上していない場合。

　ロ　旧商法第290条の利益の配当を行う旨の株主総会決議もしくは旧商法第293条ノ５第１項の金銭の分配

(中間配当)を行う旨の取締役会決議がなされない場合。

その他の条件は付与契約において定める。

　

(3) 【ライツプランの内容】

　　　該当ありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成20年６月30日 ― 40,050,527 ― 48,120,552 ― 18,083,302
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(5) 【大株主の状況】

当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。

　

(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年３月31日現在で記載しております。

① 【発行済株式】

平成20年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式

40,700
―

権利内容に何ら限定のない当行にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

39,850,600
398,506 同上

単元未満株式
普通株式

159,227
― 同上

発行済株式総数 40,050,527 ― ―

総株主の議決権 ― 398,506 ―

(注)　１　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が2,300株（議決権　　　

　　　　

　　　23個）含まれております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当行所有の自己株式88株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成20年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社東京都民銀行

東京都港区六本木
２丁目３番11号

40,700 ― 40,700 0.10

計 ―― 40,700 ― 40,700 0.10

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
４月 ５月 ６月

最高(円) 2,3452,5952,310

最低(円) 1,8142,0751,903

(注)　最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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３ 【役員の状況】

(1) 新任役員

　　　該当ありません。

　

(2) 退任役員

　　　該当ありません。

　

(3) 役職の異動

　

新役名及び役職 旧役名及び役職 氏名 異動年月日

常務取締役
常務取締役
経営企画部長

後藤幸夫 平成20年７月１日

取締役　執行役員
本店営業部長

取締役　執行役員
神田支店長

市川茂夫 平成20年７月１日

取締役　執行役員
経営企画部長

取締役　執行役員
財務部長

柿﨑昭裕 平成20年７月１日

取締役　執行役員
総務部長

取締役　執行役員
営業部営業三部長

松岡元樹 平成20年７月１日
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第５ 【経理の状況】

１　当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年

内閣府令第64号。)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀

行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。

　

２　当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)は、四半期連結財務諸表の作成

初年度であるため、前第１四半期連結累計期間との対比は行っておりません。

　

３　当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)の四半期連結財務諸表は金融商

品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、新日本有限責任監査法人の四半期レビューを受けておりま

す。

なお、新日本有限責任監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年７月１日をもって新日本監査

法人から名称変更しております。

　

EDINET提出書類

株式会社東京都民銀行(E03558)

四半期報告書

15/34



１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年 6月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年 3月31日)

資産の部

現金預け金 56,632 51,514

コールローン及び買入手形 61,185 102,698

債券貸借取引支払保証金 39,875 51,347

買入金銭債権 1,597 1,684

商品有価証券 45 23

有価証券 ※２, ※４
 595,789

※２, ※４
 526,617

貸出金 ※１, ※２
 1,587,778

※１, ※２
 1,604,128

外国為替 4,430 4,856

その他資産 103,795 77,179

有形固定資産 ※３
 8,044

※３
 8,216

無形固定資産 2,663 2,302

繰延税金資産 9,191 9,472

支払承諾見返 5,670 5,555

貸倒引当金 △24,704 △23,824

資産の部合計 2,451,996 2,421,772

負債の部

預金 2,210,605 2,197,327

譲渡性預金 8,060 2,060

コールマネー及び売渡手形 979 －

債券貸借取引受入担保金 6,978 5,311

借用金 4,111 4,165

外国為替 43 44

社債 44,500 44,500

その他負債 74,202 65,280

賞与引当金 765 1,513

退職給付引当金 3 3

役員退職慰労引当金 465 625

ポイント引当金 26 25

利息返還損失引当金 2 2

睡眠預金払戻損失引当金 135 207

偶発損失引当金 165 118

繰延税金負債 77 81

再評価に係る繰延税金負債 19 19

支払承諾 5,670 5,555

負債の部合計 2,356,813 2,326,842
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年 6月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年 3月31日)

純資産の部

資本金 48,120 48,120

資本剰余金 18,243 18,243

利益剰余金 29,702 29,614

自己株式 △143 △141

株主資本合計 95,922 95,836

その他有価証券評価差額金 △810 △981

土地再評価差額金 △214 △214

為替換算調整勘定 △0 △0

評価・換算差額等合計 △1,024 △1,195

少数株主持分 284 289

純資産の部合計 95,182 94,930

負債及び純資産の部合計 2,451,996 2,421,772
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年 4月 1日
 至 平成20年 6月30日)

経常収益 15,113

資金運用収益 11,271

（うち貸出金利息） 9,317

（うち有価証券利息配当金） 1,595

役務取引等収益 2,202

その他業務収益 1,371

その他経常収益 268

経常費用 13,659

資金調達費用 1,983

（うち預金利息） 1,669

役務取引等費用 447

その他業務費用 206

営業経費 9,576

その他経常費用 ※１
 1,445

経常利益 1,454

特別利益 0

償却債権取立益 0

特別損失 38

固定資産処分損 38

税金等調整前四半期純利益 1,416

法人税、住民税及び事業税 146

法人税等調整額 180

少数株主利益 1

四半期純利益 1,088

EDINET提出書類

株式会社東京都民銀行(E03558)

四半期報告書

18/34



（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年 4月 1日
 至 平成20年 6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,416

減価償却費 500

貸倒引当金の増減（△） 879

資金運用収益 △11,271

資金調達費用 1,983

為替差損益（△は益） △1

貸出金の純増（△）減 16,350

預金の純増減（△） 13,278

譲渡性預金の純増減（△） 6,000

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減
（△）

△54

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 △4,866

コールローン等の純増（△）減 41,599

債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 11,471

コールマネー等の純増減（△） 979

債券貸借取引受入担保金の純増減（△） 1,666

資金運用による収入 10,330

資金調達による支出 △1,322

法人税等の支払額 △2,371

その他 △743

営業活動によるキャッシュ・フロー 85,824

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △106,204

有価証券の売却による収入 8,998

有価証券の償還による収入 13,361

有形固定資産の取得による支出 △194

無形固定資産の取得による支出 △528

その他 △5

投資活動によるキャッシュ・フロー △84,573

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △1,000

その他 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,002

現金及び現金同等物に係る換算差額 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 250

現金及び現金同等物の期首残高 34,672

現金及び現金同等物の四半期末残高 34,922

EDINET提出書類

株式会社東京都民銀行(E03558)

四半期報告書

19/34



【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

該当ありません。

　

　
【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１　減価償却費の算定方法 　定率法を採用している有形固定資産については、

年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法に

より算定しております。

２　貸倒引当金の計上方法 　「破綻先」、「実質破綻先」に係る債権等及び

「破綻懸念先」以上で個別の予想損失額を引き当

てている債権等以外の債権に対する貸倒引当金に

つきましては、平成20年３月期の貸倒実績率等を

適用して計上しております。

３　税金費用の計算 　法人税等につきましては、年度決算と同様の方法

により計算しておりますが、納付税額の算出に係

る加減算項目及び税額控除項目は、重要性の高い

項目に限定して適用しております。

４　繰延税金資産の回収可能性の判断 　繰延税金資産の回収可能性の判断につきまして

は、一時差異の発生状況について前連結会計年度

末から大幅な変動がないと認められるため、同年

度末の検討において使用した将来の業績予測を適

用しております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※１　貸出金のうち、リスク管理債権は以下のとおりであ

ります。

破綻先債権額 12,875百万円

延滞債権額 41,325百万円

３ヵ月以上延滞債権額 2,342百万円

貸出条件緩和債権額 16,252百万円

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であ

ります。

※１　貸出金のうち、リスク管理債権は以下のとおりであ

ります。

破綻先債権額 10,586百万円

延滞債権額 41,330百万円

３ヵ月以上延滞債権額 1,327百万円

貸出条件緩和債権額 16,706百万円

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であ

ります。

※２　担保に供している資産

企業集団の事業の運営において重要なものであ

り、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認

められるものは、次のとおりであります。

有価証券 53,870百万円

貸出金 ― 百万円

※２　担保に供している資産

 

 

 

有価証券 43,412百万円

貸出金 775百万円

※３　有形固定資産の減価償却累計額

13,401百万円

※４　「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募

　　（金融商品取引法第２条第３項）による社債に　　　

     対する保証債務の額は21,373百万円であります。

※３　有形固定資産の減価償却累計額

13,168百万円

※４　「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募

　　（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対

    する保証債務の額は23,469百万円であります。

　

　

(四半期連結損益計算書関係)

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

※１　その他経常費用には、貸倒引当金繰入額1,096百万

円、債権売却損35百万円及び株式等償却202百万円を

含んでおります。

　

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

(単位：百万円)

平成20年６月30日現在

現金預け金勘定 56,632

定期預け金 △12,445

普通預け金 △0

当座預け金 △263

譲渡性預け金 　△9,000

現金及び現金同等物 34,922
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(株主資本等関係)

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千株)
当第１四半期連結会計期間末

株式数

発行済株式

　普通株式 40,050

合計 40,050

自己株式

　普通株式 65

合計 65

　

２　当行の配当に関する事項

(1)配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たりの
金額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年５月15日
取締役会

普通株式 1,000 25平成20年３月31日 平成20年６月27日 利益剰余金

　

(2)基準日が当第１四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

   期間の末日後となるもの

該当ありません。　
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

連結会社は一部で銀行業以外の事業を営んでおりますが、それらの事業の全セグメントに占める割

合が僅少であるため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。

　

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

全セグメントの経常収益の合計額に占める本邦の割合が90％を超えているため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。

　

【国際業務経常収益】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

国際業務経常収益が連結経常収益の10％未満のため、国際業務経常収益の記載を省略しております。
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(有価証券関係)

Ⅰ当第１四半期連結会計期間末

　

※１　企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して変動が認められる

ものは、次のとおりであります。

※２　四半期連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金を含めて記載してお

ります。

　

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成20年６月30日現在)

　
四半期連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価(百万円) 差額(百万円)

国債 55,500 55,686 186

その他 5,304 5,302 △2

　外国債券 5,304 5,302 △2

合計 60,805 60,989 184

(注)　時価は、当第１四半期連結会計期間末日における市場価格等に基づいております。

　

２　その他有価証券で時価のあるもの(平成20年６月30日現在)

　

取得原価(百万円)
四半期連結貸借対照表
計上額(百万円)

評価差額(百万円)

株式 33,230 33,988 758

債券 476,386 474,388 △1,998

　国債 287,104 285,726 △1,378

　地方債 34,751 34,502 △248

　社債 154,530 154,158 △371

その他 10,456 10,306 △150

　譲渡性預け金 9,000 9,000 0

　投資信託 1,392 1,241 △151

　その他の証券 63 64 0

合計 520,073 518,683 △1,389

(注) １　四半期連結貸借対照表計上額は、当第１四半期連結会計期間末日における市場価格等に基づく時価により計上

したものであります。

２　時価のある株式の減損基準は以下のとおりです。四半期連結会計期間末における時価が取得原価に比べて50％

以上下落したものについては、時価まで減損することとし、また、時価が取得原価に比べて30％以上50％未満下

落したものについては、回復する見込みがあると認められる場合を除き、時価まで減損することとしておりま

す。

当第１四半期連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について193百万円減損処理を行って

おります。

EDINET提出書類

株式会社東京都民銀行(E03558)

四半期報告書

24/34



Ⅱ　前連結会計年度末

　

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成20年３月31日現在)

　
連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価(百万円) 差額(百万円) うち益(百万円) うち損(百万円)

国債 55,472 56,045 573 573 0

その他 9,973 9,974 0 3 2

　外国債券 9,973 9,974 0 3 2

合計 65,445 66,019 573 576 2

(注) １　時価は、当連結会計年度末日における市場価格等に基づいております。

２　「うち益」「うち損」はそれぞれ「差額」の内訳であります。

　

２　その他有価証券で時価のあるもの(平成20年３月31日現在)

　

取得原価(百万円)
連結貸借対照表
計上額(百万円)

評価差額(百万円) うち益(百万円) うち損(百万円)

株式 32,923 30,828 △2,095 1,984 4,079

債券 401,606 402,268 661 1,376 714

　国債 239,638 239,747 108 713 604

　地方債 25,756 25,908 151 158 6

　社債 136,211 136,612 401 504 103

その他 9,892 9,699 △193 2 195

　譲渡性
　預け金

9,000 9,000 0 0 ―

　投資信託 828 632 △195 ― 195

　その他の
　証券

63 65 1 1 ―

合計 444,423 442,796 △1,626 3,363 4,990

(注) １　連結貸借対照表計上額は、当連結会計年度末日における市場価格等に基づく時価により計上したものでありま

す。

２　「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。

３　時価のある株式の減損基準は以下のとおりです。連結決算日(含む中間)における時価が取得原価に比べて50％

以上下落したものについては、時価まで減損することとし、また、時価が取得原価に比べて30％以上50％未満下

落したものについては、回復する見込みがあると認められる場合を除き、時価まで減損することとしておりま

す。

当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について2,867百万円減損処理を行っておりま

す。
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(デリバティブ取引関係)

Ⅰ当第１四半期連結会計期間末

企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して変動が認められる

ものは、次のとおりであります。

　

(1) 金利関連取引(平成20年６月30日現在)

区分 種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円)

取引所
金利先物 ― ― ―

金利オプション ― ― ―

店頭

金利先渡契約 ― ― ―

金利スワップ 226,235 746 746

金利オプション ― ― ―

金利スワップション 11,689 0 48

金利キャップ 14,427 0 126

その他 ― ― ―

合計 ―――― 746 921

(注)　上記取引については時価評価を行い、前期末評価損益と本表の評価損益との変動分を四半期連結損益計算書に計

上しております。

　

(2) 通貨関連取引(平成20年６月30日現在)

区分 種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円)

取引所
通貨先物 ― ― ―

通貨オプション ― ― ―

店頭

通貨スワップ 687,124 1,654 1,654

為替予約 8,200 21 21

通貨オプション 1,332,158 ― 10,235

その他 ― ― ―

合計 ―――― 1,676 11,911

(注)　上記取引については時価評価を行い、前期末評価損益と本表の評価損益との変動分を四半期連結損益計算書に計

上しております。なお、外貨建金銭債権債務等に付されたもので当該外貨建金銭債権債務等の四半期連結貸借対照

表表示に反映されているもの、又は当該外貨建金銭債権債務等が連結手続上消去されたものについては、上記記載

から除いております。

　

(3) 株式関連取引(平成20年６月30日現在)

区分 種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円)

取引所
株式指数先物 320 14 14

株式指数オプション ― ― ―

店頭

有価証券店頭オプション ― ― ―

有価証券店頭指数等スワップ ― ― ―

その他 ― ― ―

合計 ―――― 14 14

(注)　上記取引については時価評価を行い、前期末評価損益と本表の評価損益との変動分を四半期連結損益計算書に計

上しております。
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Ⅱ　前連結会計年度末

　

(1) 金利関連取引(平成20年３月31日現在)

区分 種類 契約額等(百万円)
契約額等のうち１年
超のもの(百万円)

時価(百万円) 評価損益(百万円)

取引所

金利先物

売建 ― ― ― ―

買建 ― ― ― ―

金利オプション

売建 ― ― ― ―

買建 ― ― ― ―

店頭

金利先渡契約

売建 ― ― ― ―

買建 ― ― ― ―

金利スワップ

受取固定・支払変動 105,909 80,204 766 766

受取変動・支払固定 123,412 94,889 △85 △85

受取変動・支払変動 ― ― ― ―

金利スワップション

売建 6,455 193 △17 21

買建 6,450 193 17 17

金利キャップ

売建 7,415 7,415 △44 245

買建 7,415 7,415 44 △119

その他

売建 ― ― ― ―

買建 ― ― ― ―

合計 ──── ──── 680 846

(注) １　上記取引については時価評価を行い、前期末評価損益と本表の評価損益との変動分を連結損益計算書に計上し

ております。

２　時価の算定

　　取引所取引につきましては、東京金融取引所等における最終の価格によっております。

　　店頭取引につきましては、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
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(2) 通貨関連取引(平成20年３月31日現在)

種類 契約額等(百万円)
契約額等のうち１年
超のもの(百万円)

時価(百万円) 評価損益(百万円)

取引所

通貨先物

売建 ― ― ― ―

買建 ― ― ― ―

通貨オプション

売建 ― ― ― ―

買建 ― ― ― ―

店頭

通貨スワップ 674,765 541,537 1,708 1,708

為替予約

売建 5,955 ― 275 275

買建 4,933 ― △183 △183

通貨オプション

売建 639,338 474,047 △47,009 △3,002

買建 639,338 474,047 47,009 13,716

その他

売建 ― ― ― ―

買建 ― ― ― ―

合計 ──── ──── 1,800 12,514

(注) １　上記取引については時価評価を行い、前期末評価損益と本表の評価損益との変動分を連結損益計算書に計上し

ております。なお、外貨建金銭債権債務等に付されたもので当該外貨建金銭債権債務等の連結貸借対照表表示に

反映されているもの、又は当該外貨建金銭債権債務等が連結手続上消去されたものについては、上記記載から除

いております。

２　時価の算定

　　割引現在価値等により算定しております。
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(3) 株式関連取引(平成20年３月31日現在)

区分 種類 契約額等(百万円)
契約額等のうち１年
超のもの(百万円)

時価(百万円) 評価損益(百万円)

取引所

株式指数先物

売建 454 ― 10 10

買建 ― ― ― ―

株式指数オプション

売建 ― ― ― ―

買建 ― ― ― ―

店頭

有価証券店頭オプション

売建 ― ― ― ―

買建 ― ― ― ―

有価証券店頭指数等ス
ワップ

株価指数変化率受取・
短期変動金利支払

― ― ― ―

短期変動金利受取・株
価指数変化率支払

― ― ― ―

その他

売建 ― ― ― ―

買建 ― ― ― ―

合計 ──── ──── 10 10

(注) １　上記取引については時価評価を行い、前期末評価損益と本表の評価損益との変動分を連結損益計算書に計上す

ることとしております。

２　時価の算定

　　取引所取引につきましては、東京証券取引所等における最終の価格によっております。

　　店頭取引につきましては、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算出しております。

　

　

(ストック・オプション等関係)

当第１四半期連結会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　

１　ストック・オプションにかかる当第１四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

該当ありません。

　

２　当第１四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

該当ありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 円 2,373.34 2,366.86

　

２　１株当たり四半期純利益金額等

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１株当たり四半期純利益
金額

円 27.22

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額

円 27.22

(注) 　　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおり

であります。

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額

　四半期純利益 百万円 　      1,088

　普通株主に帰属しない
　金額

百万円 　      ― 

　普通株式に係る
　四半期純利益

百万円 　      1,088

　普通株式の
　期中平均株式数

千株 　      39,985

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益金額

　四半期純利益調整額 百万円 　      ― 

　普通株式増加数 千株 　      13 

希薄化効果を有しないた
め、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益金額
の算定に含めなかった潜
在株式で、前連結会計年
度末から重要な変動が
あったものの概要

新株引受権２種類
株主総会の特別決議日
 平成11年６月29日（新株引受権の数 15個）
 平成12年６月29日（新株引受権の数341個）
なお、上記新株引受権の概要は、「新株予約権
等の状況」に記載のとおりであります。

　

　

(重要な後発事象)

該当ありません。　
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(リース取引関係)

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日 
至　平成20年３月31日)

　所有権移転外ファイナンス・リース取引につきまして

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行って

おりますが、リース取引残高が前連結会計年度末に比べ

て著しい変動が認められます。

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

　・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び残高相当額

　　取得価額相当額

有形固定資産 1,517百万円

無形固定資産 170百万円

合計 1,688百万円

　・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び年度末残高相当額

　　取得価額相当額

有形固定資産 2,894百万円

無形固定資産 186百万円

合計 3,081百万円

　　減価償却累計額相当額

有形固定資産 297百万円

無形固定資産 46百万円

合計 344百万円

　　減価償却累計額相当額

有形固定資産 2,586百万円

無形固定資産 53百万円

合計 2,640百万円

　　減損損失累計額相当額

有形固定資産 ―百万円

無形固定資産 ―百万円

合計 ―百万円

　　減損損失累計額相当額

有形固定資産 ―百万円

無形固定資産 ―百万円

合計 ―百万円

　　残高相当額

有形固定資産 1,220百万円

無形固定資産 124百万円

合計 1,344百万円

　　年度末残高相当額

有形固定資産 307百万円

無形固定資産 132百万円

合計 440百万円

　・未経過リース料残高相当額

１年内 280百万円

１年超 1,120百万円

合計 1,401百万円

　・未経過リース料年度末残高相当額

１年内 172百万円

１年超 316百万円

合計 488百万円

　・リース資産減損勘定の残高

―百万円

　・リース資産減損勘定年度末残高

―百万円

　・支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 88百万円

リース資産減損勘定の取崩額 ―百万円

減価償却費相当額 74百万円

支払利息相当額 10百万円

減損損失 ―百万円

　・支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 497百万円

リース資産減損勘定の取崩額 ―百万円

減価償却費相当額 423百万円

支払利息相当額 29百万円

減損損失 ―百万円

　・減価償却費相当額の算定方法

　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

　・減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

　・利息相当額の算定方法

　　　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各四半期連結会計期間への配

分方法については、利息法によっております。

　・利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との　

　差額を利息相当額とし、各連結会計年度への配分方

法については、利息法によっております。
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２ 【その他】

該当ありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年８月11日

株式会社東京都民銀行

取締役会　御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　成　　澤　　和　　己　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　根　　津　　昌　　史　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社東京都民銀行の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間

(平成20年４月１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照

表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この

四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に

対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社東京都民銀行及び連結子会社の平成

20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は四半期報告書提

出会社が別途保管している。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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